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千葉市病院局電子複写サービス契約書（単価契約） 

 

 千葉市（以下「発注者」という。）と        （以下「受注者」という。）とは、

次の条項及び別添の仕様書により千葉市病院局電子複写サービスに関する契約を締結する。 

 

 （契約の目的） 

第１条 この契約は、受注者が発注者に複写サービスを提供すること及びそれに際し、受

注者が設置した複写機の適切な操作方法を指導するとともに、複写機が常時正常な状態

で稼働し得るように、保守を行い、複写機に必要な消耗品等（複写用紙を除く。以下同

じ。）を円滑に供給することを目的とする。 

 （複写機及び複写機の設置場所） 

第２条 複写機及び複写機の設置場所は、仕様書別紙「設置場所一覧」のとおりとする。 

 （契約期間） 

第３条 契約期間は、以下のとおりとする。 

令和８年６月１日から令和１３年５月３１日まで 

 （複写サービス料金等） 

第４条 複写サービスに係る複写枚数１枚当たりの単価は、次の表に掲げるとおりとする。 

消費税及び地方消費税を含

まない額 
消費税及び地方消費税の額 契約単価 

円 円 円 

２ 複写サービス料金は、前項に規定する単価（消費税及び地方消費税の額を含まない額）

に、１か月の複写枚数を乗じた額に１００分の１１０を乗じて算出した額とする。 

３ この契約において、１か月とは、月の初日から末日までをいう。 

４ 複写機の使用に際し、受注者の責に帰すべき原因による不良複写及び受注者が複写機

の点検と調整のため使用した複写枚数は、当該複写機の１か月の複写枚数から控除する

ものとする。 

 （複写サービス料金の請求） 

第５条 受注者は、毎月末において発注者の係員の確認を受けて、複写枚数を算出し、翌

月１０日までに発注者に対し、複写サービス料金を請求するものとする。 

 （複写サービス料金の支払い） 

第６条 発注者は、受注者から前条による請求書を受理したときは、その日から起算して

３０日以内に支払わなければならない。 

２ 発注者は自己の責に帰すべき理由により複写サービス料金の支払いを遅延した場合に

おいては、受注者は未受領金額につき、前項の期間満了の日の翌日から支払いをする日

までの日数に応じ、当該未払額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和

２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計

算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 
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 （複写機の保守） 

第７条 受注者は、複写機を発注者が常時正常な状態で使用できるように、受注者の技術

員を派遣させ、点検・調整を行わなければならない。 

２ 複写機が故障した場合は、発注者の請求により受注者は、直ちに技術員を設置場所に

派遣して修理に着手し、正常な状態に回復させなければならない。 

３ 受注者の作業の実施は、原則として、受注者所定の営業時間内に行う。 

 （消耗品等の供給） 

第８条 ドラム、ドラムカートリッジ、感光体ベルト等の感光体及びデベロッパ－は、受

注者の技術員の点検又は発注者の通知に基づき、複写品質維持のため受注者が必要と認

めたとき、受注者はこれを取り替える。 

２ その他の消耗品については、受注者の指定する者の巡回又は発注者の申出によって予

備手持量の不足を知ったとき、受注者は当該消耗品等を供給する。 

 （複写機及び消耗品等の所有権） 

第９条 複写機及び消耗品等の所有権は受注者に属し、発注者はそれらを善良なる管理者

の注意義務をもって使用しなければならない。 

２ 発注者は、複写機及び消耗品等が受注者の所有であることを示す表示等を毀損するな

ど複写機の現状を変更するような行為をしてはならない。 

３ 発注者は、消耗品等を他に流用してはならない。 

 （設置場所の変更） 

第１０条 発注者は、設置場所の変更及び連結の取り外しを希望する場合は、あらかじめ、

その旨を受注者に申し出て受注者の承認を得なければならない。この場合、複写機の移

動・連結の取り外し等は受注者が実施し、それらに要する費用は受注者の負担とする。 

 （保険） 

第１１条 受注者は、当該複写機につき、受注者の費用で動産総合保険を付する。 

 （損害賠償） 

第１２条 受注者は、発注者が故意又は重過失によって複写機に損害を与えた場合は、そ

の賠償を発注者に請求することができる。ただし、動産総合保険で填補された損害に対

しては、この限りではない。 

 （機密の保持） 

第１３条 受注者は、保守等の実施に当たって、業務上知り得た発注者の機密を外部に漏

らしたり、又は他の目的に利用してはならない。 

 （複写サービス料金の改定） 

第１４条 この契約期間中において、法令等の制定、公租公課の増減、物価の変動、経済

変動その他相当の事由により、複写サービス料金を改定する必要が生じた場合は、受注

者は、書面により１か月前までにその旨を発注者に通知し、発注者受注者双方協議の上

決定する。 

（契約の変更等） 

第１５条 この契約は、受注者・発注者双方いずれにもこの契約を終了させる意思がない

とき、同一の条件において契約期間満了の日まで契約を継続する。ただし、この契約を

締結した会計年度の翌年度以降において、発注者の各会計予算の当該消耗品費が措置さ
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れない場合は、変更契約の締結又は契約の解除を行う。 

２ 前項ただし書の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度開始日の２か

月前までに、受注者に通知しなければならない。 

３ 第１項ただし書による契約の変更又は解除により、受注者が損害を受けることがあっ

ても、発注者はその損害賠償責任を負わないものとする。 

（契約の解約） 

第１６条 発注者又は受注者は、原則として、３か月前に書面により相手方に通知するこ

とによりこの契約を解約することができる。 

 

 （発注者の催告による解除権） 

第１７条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めて

その履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができ

る。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会

通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（１）受注者が納入期限内にこの契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。 

（２）契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。 

（３）前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（発注者の催告によらない解除権）  

第１８条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を

解除することができる。 

（１）第２３条の規定に違反して契約金債権を譲渡したとき。 

（２）この契約の履行ができないことが明らかであるとき。 

（３）受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（４）受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を

拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を

達することができないとき。 

（５）物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ

れば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでそ

の時期を経過したとき。 

（６）前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告

をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らか

であるとき。 

（７）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）が経営に実質的に関与し

ていると認められる者に契約金債権を譲渡したとき。 

（８）公正取引委員会が、受注者に対し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条又は第８条の２の規定

による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。 

（９）公正取引委員会が、受注者に対し独占禁止法第７条の２第１項（同法第８条の３に
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おいて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定し

たとき。 

（１０）受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が、刑法（明

治４０年法律第４５号）第９６条の６又は第１９８条の規定に該当し、刑が確定（執行

猶予の場合を含む。以下同じ。）したとき。 

（１１）受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が、刑法（明

治４０年法律第４５号）第９６条の６又は第１９８条の規定に該当し、刑が確定（執行

猶予の場合を含む。以下同じ。）したとき。 

 

 （損害賠償請求等） 

第１９条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じ

た損害の賠償を請求することができる。 

（１）納入期限内に物品を納入することができないとき。 

（２）引渡された物品に契約不適合があるとき。 

（３）第１７条又は第１８条の規定により、物品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 

（４）前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行

が不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金

額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけれ

ばならない。 

（１）第１７条又は第８条の規定により物品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 

（２）物品の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべ

き事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみな

す。 

（１）受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法

律第７５号）の規定により選任された破産管財人 

（２）受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４

年法律第１５４号）の規定により選任された管財人 

（３）受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する

場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の

責めに帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は

適用しない。 

５ 第２項の場合（第１８条第８号から第１１号までの規定により、この契約が解除され

た場合を除く。）において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われてい

るときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することが

できる。 

 （談合その他の不正行為に係る賠償額の予定） 

第２０条 受注者は、この契約に関して第１８条第９号から第１１号までのいずれかに該

当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発
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生及び損害額を立証することを要することなく、契約金額の１０分の２に相当する額の

賠償金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ

の限りではない。 

（１）第１８条第９号又は第１０号に該当する場合において、確定した命令の対象となる

行為が独占禁止法第２条第９項第３号及び第６号に基づく不公正な取引方法（昭和５７

年６月１８日公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売の場合その他発

注者が特に認める場合。 

（２）第１８条第１１号のうち、受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は

その使用人）が、刑法第１９８条の規定に該当し、刑が確定したとき。ただし、受注者

について同法第９６条の６の規定に該当し、刑が確定したときを除く。 

２ 独占禁止法第７条の２第１項（同法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定

に基づく課徴金の納付命令又は同法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措

置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注

者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、

受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合

における当該命令をいう。第４項第２号において同じ。）により、受注者等に同法第３条

又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為

の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命

令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定し

たときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期

間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分

野に該当するものであるときにおいては、契約金額の１０分の２に相当する額の賠償金

を支払わなければならない。 

３ この契約に関し、受注者の独占禁止法第８９条第１項又は第９５条第１項第１号に規

定する刑が確定したときにおいては、契約金額の１０分の２に相当する額の賠償金を支

払わなければならない。 

４ この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発

注者の請求に基づき、前３項に規定する契約金額の１０分の２に相当する額のほか、契

約金額の１００分の５に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければなら

ない。 

（１）第２項に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第７条の

３第２項又は第３項の規定の適用があるとき。 

（２）第２項に規定する納付命令若しくは排除措置命令若しくは刑法第９６条の６又は第

３項に規定する刑に係る確定判決において、受注者（受注者が法人の場合にあっては、

その役員又はその使用人を含む。）が違反行為の首謀者であることが明らかになったと

き。 

５ 第１項から第４項までの規定は、この契約による履行が完了した後においても適用す

るものとする。 

６ 受注者は、契約の履行を理由として、第１項から第４項までの賠償金を免れることが

できない。 
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７ 第１項から第４項までの規定は、発注者に生じた実際の損害額が賠償金の額を超える

場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではない。受注者が賠償金

を支払った後に、実際の損害額が賠償金の額を超えることが明らかとなった場合におい

ても、同様とする。 

（賠償金等の徴収） 

第２１条 受注者がこの契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払

わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から

契約金額支払いの日まで法定利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契

約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、法定利率で計算

した額の延滞金を徴収する。 

 （複写機及び消耗品等の返還） 

第２２条 第３条、第１５条、第１６条、第１７条及び第１８条により、この契約が終了

した場合、発注者は複写機及び消耗品等を速やかに受注者に返還し、受注者は返還され

た複写機内の残存データを消去しなければならない。この場合、それらに要する費用は

受注者の負担とする。 

 （債権譲渡の禁止） 

第２３条 受注者はこの契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供するこ

とができない。 

 （個人情報の保護） 

第２４条 この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個

人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（その他） 

第２５条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議

して定めるものとする。 

 

 本契約の締結を証するため本書を２通作成し、発注者受注者双方記名押印の上、各自１

通を保有する。 

 

 

 

  令和８年 月 日 

 

 

発注者  千葉市中央区千葉港１番１号 

     千葉市         

     千葉市病院事業管理者 山本 恭平 

 

 

受注者   
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個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を

処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）及び行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成２

５年法律第２７号。以下「番号法」という。)を遵守し、個人の権利利益

を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならな

い。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだり

に他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了

し、又は解除された後においても同様とする。 

（適正な管理） 

第３ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざ

ん及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な千葉市

の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針及び千葉市

情報セキュリティ対策基準に定める措置と同等以上の措置（特定個人情

報を取り扱う場合は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライ

ン(行政機関等・地方公共団体等編)」の「（別添）特定個人情報に関する

安全管理措置(行政機関等・地方公共団体等編)」に定める措置と同等以上

の措置）を講じなければならない。 

２ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報を適正に管理させるた

めに、個人情報管理責任者を設置し、その者をして、この契約による事務

に係る個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項（安全管理措置に係る

事項を含む。）、関係法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他

事務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等を行わせることと

するとともに、発注者にその責任者及び研修等の実施計画を報告し、ま

た、当該研修等の実施後、速やかにその旨を報告しなければならない。 

３ この契約による事務に係る個人情報の管理について、不適正な取扱い

があると認められるときは、発注者は受注者に対し、必要な措置を講じる

よう求めるものとする。 

（従事者への周知及び監督） 

第４ 受注者は、この契約による事務に従事する者（以下「従事者」という。）

を明確にし、その者の氏名及び所属を、個人情報管理責任者、個人情報作

業責任者、個人情報作業従事者及び情報授受担当者などの役割並びに特

定個人情報の取扱いの有無を明らかにして、発注者の求めに応じてその

内容を発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による

事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項

を了知させるとともに、発注者の求めがあった場合にその了知させたこ

とが分かる書面等を提出しなければならない。 

３ 受注者は、前項の了知の際、従事者に対し、この契約による事務に従事

している者又は従事していた者が、個人情報の違法な利用及び提供に関

して法及び番号法で規定する罰則が適用される可能性があることを周知

しなければならない。 

４ 受注者は、従事者に対し、この契約による事務を処理するために取り扱

う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わな

ければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様と

する。 

（取得の制限） 

第５ 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得す

るときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、偽りその他不正の

手段により個人情報を取得してはならない。 

（目的外の利用又は第三者への提供の禁止） 

第６ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理す

る目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写等の禁止） 

第７ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による

事務を処理するために取得し、又は発注者から貸与された個人情報が記

録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（再委託の禁止等） 

第８ 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取

り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、次に掲げる

事項を発注者に対して報告の上、あらかじめ再委託先において講じられ

る安全管理措置が発注者と同等程度であると認められるものとして発注

者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

（１）再委託が必要な理由 

（２）再委託先 

（３）再委託の内容 

（４）再委託先が取り扱う情報 

（５）受注者の再委託先に対する監督方法 

２ 受注者は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を再委

託先に取り扱わせる場合には、この契約により受注者が負う義務を、あら

かじめ契約書等で市が指定する事務を除き、「発注者」を「受注者」に、

「受注者」を「再委託先」に読み替えて、再委託先に対しても遵守・履行

させるとともに、受注者と再委託先との間で締結する契約書等において

その旨を明記しなければならない。この場合において、受注者は、発注者

の提供した個人情報並びに受注者及び再委託先がこの契約による事務を

処理するために取得した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り

扱わせることを禁止しなければならない。 

３ 受注者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再

委託先との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものと

する。 

４ 前３項の規定は、再委託先が受注者の子会社である場合も同様とする。 

（作業場所の指定等） 

第９ 受注者は、この契約による事務の処理（個人情報を取り扱うものに限

る。次項及び第３項において同じ。）については、発注者の庁舎内におい

て行わない場合、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の

適正管理の実施その他の措置について、あらかじめ発注者に届け出て、発

注者の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理すること

ができる。 

２ 受注者は、発注者の庁舎内においてこの契約による事務の処理を行う

ときは、発注者の指定する時間に実施するものとする。この場合におい

て、受注者は、従事者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させ

なければならない。 

３ 受注者は、この契約による事務の処理をするために取り扱う個人情報

を、発注者の庁舎内又は第１項ただし書の規定により発注者の承諾を受

けた場所から持ち出してはならない。 

（資料等の運搬） 

第１０ 受注者は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に

資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏

えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他安全確保のために

必要な指示を行わなければならない。 

（資料等の返還等） 

第１１ 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与

され、又は受注者が取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料

等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとし、

その他発注者の承諾を得て行なった複写又は複製物を含むこの契約によ

る事務を処理するために用いた個人情報については、廃棄又は消去し、い

ずれにおいても発注者にその旨の報告をしなければならない。なお、この

契約による事務を処理するために用いた個人情報を保存していた電子媒

体等を廃棄等する場合は、復元できないよう措置を講ずるものとする。た

だし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 

（情報の授受等） 

第１２ 第１１に定める資料等の返還及び成果物の授受（以下「授受等」と

いう。）は、第４の規定によりその役割を果たすべき者として発注者に届

け出られている者が行うものとする。 

２ 授受等が、契約書等で発注者が指定することにより、発注者と受注者と

の直接のやり取りになっていない場合は、受注者は、その授受等の方法に

ついて、あらかじめ発注者に承認を得なければならない。 

（事故発生時における報告） 

第１３ 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態及び受託し
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た事務に係る個人情報の漏えい、毀損、滅失等が生じ、又は生ずるおそれ

があることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従

うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とす

る。 

２ 前項の規定による報告があった場合において、発注者は、受注者の意図

に関わらず、市民に対して適切な説明責任を果たすため、必要な範囲にお

いてその内容を公表することができる。 

（検査等の実施） 

第１４ 発注者は、受注者がこの契約による事務を処理するに当たっての

作業の管理体制及び実施体制や個人情報の管理状況について、安全確保

の措置の実施状況を確認するため、年１回以上、実地（同一内容の委託事

務において委託先や委託先が個人情報を取り扱う場所が複数ある場合は、

そのうちの一か所以上）に検査するものとする。ただし、以下のいずれか

に該当する場合は、受注者からの書面の提出をもって替えることができ

る。 

（１）書面による確認で足りる場合 

（２）委託先又は委託先が個人情報を取り扱う場所が遠方である場合 

（３）その他実地検査ができないことについてやむを得ない理由があると

き 

２ 受注者は、発注者から前項の求めがあったときは、速やかにこれに従わ

なければならない。 

（資料等の提出） 

第１５ 発注者は、市の保有個人情報と認められる情報が記載されている

資料等について、必要に応じて提出を求めることができるものとする。 

２ 受注者は、発注者から前項の求めがあったときは、速やかにこれに従わ

なければならない。 

（契約の解除及び損害賠償） 

第１６ 発注者は、次のいずれかに該当するときには、契約の解除及び損害

賠償の請求をすることができるものとする。 

（１）この契約による事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報に

ついて、受注者又は再委託先の責めに帰すべき事由により発注者又は第

三者に損害を与えたとき。 

（２）前号に掲げる場合のほか、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反

していると認めたとき。 

（補則） 

第１７ この個人情報取扱特記事項に規定する各種書類の提出期限は、発

注者が別に指定する。 

 

 

＜法における罰則関係規定の抜粋＞ 

第１７６条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、第６６条第２項各

号に定める業務若しくは第７３条第５項若しくは第１２１条第３項の委

託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関

等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従

事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由

がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第６０条第２項第１

号に係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したも

のを含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰

金に処する。 

第１７８条 第１４８条第２項又は第３項の規定による命令に違反した場

合には、当該違反行為をした者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の

罰金に処する。 

第１７９条 個人情報取扱事業者（その者が法人（法人でない団体で代表者

又は管理人の定めのあるものを含む。第１８４条第１項において同じ。）

である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人）若しくはその従業

者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報デー

タベース等（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を

自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したと

きは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第１８０条 第１７６条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個

人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗

用したときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第１８２条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした

者は、５０万円以下の罰金に処する。 

（１）第１４６条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若し

くは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問

に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避したとき。 

第１８３条 第１７６条、第１７７条及び第１７９条から第１８１条までの

規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 

第１８４条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の

従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為を

したときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰

金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 

（１）第１７８条及び第１７９条 １億円以下の罰金刑 

（２）第１８２条 同条の罰金刑 

２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表

者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法

人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用

する。 

第１８５条 次の各号のいずれかに該当する者は、１０万円以下の過料に処

する。 

（１）第３０条第２項（第３１条第３項において準用する場合を含む。）又

は第５６条の規定に違反した者 

（２）第５１条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

（３）偽りその他不正の手段により、第８５条第３項に規定する開示決定に

基づく保有個人情報の開示を受けた者 

 

＜番号法における罰則関係規定の抜粋＞ 

第４８条 個人番号利用事務等又は第７条第１項若しくは第２項の規定に

よる個人番号の指定若しくは通知、第８条第２項の規定による個人番号

とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第１４条第２項の規定による

機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事してい

た者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密

に属する事項が記録された特定個人情報ファイル（その全部又は一部を

複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。）を提供したときは、

４年以下の懲役若しくは２００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科

する。  

第４９条  前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自

己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき

は、３年以下の懲役若しくは１５０万円以下の罰金に処し、又はこれを併

科する。  

第５０条  第２５条（第２６条において準用する場合を含む。）の規定に違

反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、３年以下の懲役若しくは１５０

万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  

第５１条  人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、

又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為（不正アクセス行為の

禁止等に関する法律（平成１１年法律第１２８号）第２条第４項に規定す

る不正アクセス行為をいう。）その他の個人番号を保有する者の管理を害

する行為により、個人番号を取得した者は、３年以下の懲役又は１５０万

円以下の罰金に処する。  

２  前項の規定は、刑法（明治４０年法律第４５号）その他の罰則の適用

を妨げない。  

第５２条  国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行

政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員が、その職権を

濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属す

る特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録をいう。）を収集したときは、２年以下の懲役又は１００万円以

下の罰金に処する。  

第５２条の２ 第４５条の２第２項の規定に違反して秘密を漏らし、又は

盗用した者は、２年以下の懲役若しくは１００万円以下の罰金に処し、又

はこれを併科する。 

第５３条  第３４条第２項又は第３項の規定による命令に違反した者は、
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２年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。  

第５３条の２ 第２１条の１第８項又は第４５条の２第３項において準用

する第３４条第２項又は第３項の規定による命令に違反した者は、１年

以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第５４条  第３５条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、

若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の

質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避した者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰

金に処する。  

第５５条  偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カード

の交付を受けた者は、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。  

第５５条の２ 第２条の２第８項又は第４５条の２第３項において準用す

る第３５条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しく

は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に

対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避した者は、３０万円以下の罰金に処する。 

第５５条の３ 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をし

た機構の役員又は職員は、３０万円以下の罰金に処する。 

（１）第３８条の４の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若し

くは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 

（２）第３８条の７第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若

しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定に

よる質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の

規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

第５６条  第４８条から第５２条までの規定は、日本国外においてこれら

の条の罪を犯した者にも適用する。  

第５７条  法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを

含む。以下この項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若し

くは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し

て、第４８条、第４９条、第５１条又は第５３条から第５５条までの違反

行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

も、各本条の罰金刑を科する。  

２  法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表

者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法

人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用

する。 

 

暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約 

（総則） 

第１条 この特約は、この特約が添付される契約（以下「契約」という。）

と一体をなす。 

（表明確約） 

第２条 契約の相手方（以下「受注者」という。）は、次の各号のいずれに

も該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確

約する。 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。以下同じ。）の役員等（個人で

ある場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、

その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事

等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴

力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力

団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であ

る。 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は

第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する

などしている。 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与している。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に

利用するなどしている。 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ている。 

２ 受注者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等（下請負人

（下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。）、受任者（再委

任以降のすべての受任者を含む。）及び下請負人若しくは受任者が当該契

約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。）としないこ

とを確約する。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第３条 千葉市（以下「発注者」という。）は、受注者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、この契約を解除することができる。 

（１）受注者が前条第１項各号に該当するとき。 

（２）下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相

手方が前条第１項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該

者と契約を締結したと認められるとき。 

（３）受注者が、前条第１項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資

材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者

が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかっ

たとき。 

２ 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定につ

いては、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に

適用する。 

３ 受注者は、前２項の規定により契約が解除された場合は、違約金とし

て、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の10分の１に相当する額を

発注者が指定する期限までに支払わなければならない。 

４ 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発

注者は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。 

５ 発注者は、本条第１項及び第２項の規定により契約を解除した場合は、

これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償すること

は要しない。 

６ 本条第１項及び第２項の規定により契約が解除された場合に伴う措置

については、契約の定めるところによる。 

（不当介入の排除） 

第４条 受注者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければなら

ない。 

（１）暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨

げる行為（以下「不当介入」という。）を受けたときは、毅然として拒否

し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出

ること。 

（２）受注者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたとき

は、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指

導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報

告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。 

（不当介入排除の遵守義務違反） 

第５条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、千葉市物品等

入札参加資格者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停

止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様と

する。 

 

 

 


